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○芦屋市水道事業給水条例（給水申込み契約用） 

平成９年３月１２日 

（第１条～第１５条略） 

（給水の原則） 

第１６条 給水は，非常災害，水道施設の損傷，公益上その他やむを得ない事情及び

法令又はこの条例の規定による場合のほか，制限又は停止することはない。 

２ 前項の給水を制限又は停止しようとするときは，その日時及び区域を定めてその

都度これを予告する。ただし，緊急やむを得ないときは，この限りではない。 

３ 第１項の規定による給水の制限，停止，断水又は漏水のため損害を生ずることが

あっても，市はその責を負わない。 

（給水の申込み） 

第１７条 水道を使用しようとする者は，管理者の定めるところにより，あらかじめ

管理者に申し込み，その承認を受けなければならない。 

（第１８条～第１９条略） 

（水道メーターの設置） 

第２０条 給水量は，市の水道メーター（以下「メーター」という。）により計量す

る。ただし，管理者がその必要がないと認めたときは，この限りでない。 

２ メーターは給水装置に設置し，その位置は管理者が定める。 

（メーターの貸与等） 

第２１条 メーターは，管理者が設置して，給水装置の使用者，所有者，所有者代理

人又は総代人（以下「使用者等」という。）に保管させる。 

２ 前項の使用者等は，善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければなら

ない。 

３ 使用者等が，前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は，

その損害額を弁償しなければならない。 

（届出の義務） 

第２２条 使用者等は，次の各号のいずれかに該当する場合は，あらかじめ管理者に

届け出なければならない。 
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(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。 

(2) 給水装置の口径又は用途を変更するとき。 

２ 使用者等は，次の各号のいずれかに該当する場合は，速やかに管理者に届け出な

ければならない。 

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。 

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。 

(3) 所有者代理人又は総代人に変更があったとき。 

（給水装置の管理） 

第２３条 使用者等は，善良な管理者の注意をもって，水が汚染し，又は漏水しない

よう給水装置を管理し，異状があるときは，直ちに管理者に届け出なければならな

い。 

２ 前項の管理の義務を怠ったために生じた損害は，使用者等の責任とする。 

３ 第１項の規定による届出がなくても管理者がその必要を認めたときは，修繕その

他必要な処置をすることができる。 

４ 前項の修繕その他必要な処置に要した費用は，給水装置の使用者又は所有者の負

担とする。ただし，管理者が必要と認めたときは，これを徴収しないことができる。 

（同居人等の行為に対する責任） 

第２４条 使用者等は，その家族，同居人，使用人その他の従業者等の行為について

も，この条例に定める責を負わなければならない。 

（給水装置及び水質の検査） 

第２５条 管理者は，給水装置又は供給する水の水質について使用者等から請求があ

ったときは，検査を行い，その結果を請求者に通知する。 

２ 前項の検査において特別の費用を要したときは，その実費額を徴収する。 

第４章 料金，分担金及び手数料 

（料金の支払義務） 

第２６条 水道料金（以下「料金」という。）は，使用者等から徴収する。 

（料金） 

第２７条 料金は，基本料金と従量料金を合計した額並びにその額に消費税法第２９

条に規定する税率を乗じて得た額（以下この条において「消費税額」という。）及
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び消費税額に地方税法第７２条の８３に規定する税率を乗じて得た額の合計額（１

円未満の端数は切り捨てる。）とする。 

２ 基本料金及び従量料金は，１月につき，次のとおりとする。 

(1) 基本料金 

メーターの口径 基本料金 

１３ミリメートル 使用水量１０m３まで ９００円 

２０ミリメートル 使用水量１０m３まで １，１３０円 

２５ミリメートル 使用水量１０m３まで １，５００円 

４０ミリメートル ２，５４０円 

５０ミリメートル ５，３００円 

７５ミリメートル １１，２００円 

１００ミリメートル ２１，３００円 

１５０ミリメートル ５７，８００円 

(2) 従量料金 

用途 使用水量の段階区分 従量料金 

（１m３につき） 

一般用 ２０m３までの分（メーター口径２５ミリメー

トル以下は１０m３を超える分） 

１４０円

２０m３を超え３０m３までの分 １８０円

３０m３を超え４０m３までの分 ２２０円

４０m３を超え５０m３までの分 ２４０円

５０m３を超え１００m３までの分 ２７０円

１００m３を超える分 ３００円

公衆浴場用 １m３以上の分 １４０円

臨時用 １m３以上の分 ５２０円

３ 前項の用途については，管理者が別に定める基準により認定する。 

（平１７条例４５・一部改正） 

（料金の算定） 

第２８条 料金は，隔月定例日（料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が２月ご
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とに定めた日をいう。）にメーターを点検して算定する。 

２ 前項の算定をする場合，その使用水量は，各月均等とみなす。 

３ 第１項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは，定例日以外の日に点検

を行うことができる。 

（使用水量の認定） 

第２９条 管理者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，使用水量を認定する。 

(1) メーターに異常があったとき。 

(2) その他使用水量が不明のとき。 

（特別な場合における料金の算定） 

第３０条 月の中途において水道の使用を開始し，又は使用を中止したときの基本料

金は，次のとおりとする。 

(1) 使用日数が１５日以内の場合の基本料金は，第２７条第２項第１号の基本料金

の２分の１とする。 

(2) 使用日数が１５日を超えるときは，１月とみなす。 

２ 月の中途において，メーターの口径に変更があったときの料金は，その使用日数

の多い方の基本料金を適用する。ただし，使用日数が等しいときは，変更後の基本

料金を適用する。 

（概算料金の前納） 

第３１条 臨時用の水道を使用しようとする者は，給水の申込みの際，次の区分によ

り概算料金を前納しなければならない。ただし，管理者がその必要がないと認めた

ときは，この限りでない。 

メーターの口径 概算料金 

２５ミリメートル以下 ５０，０００円

４０ミリメートル以上 ７５，０００円

２ 前項の概算料金は，水道の使用を中止したとき清算する。 

（料金の徴収方法） 

第３２条 料金は，口座振替，集金又は納付の方法により，２月分をまとめて徴収す

る。ただし，管理者が必要と認めたときは，この限りでない。 

（第３３条～第３５条略） 
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（料金・手数料等の軽減又は免除） 

第３６条 管理者は，公益上その他特別の理由があると認めたときは，この条例によ

り納付しなければならない料金，手数料及びその他の費用を軽減又は免除すること

ができる。 

第５章 管理 

（給水装置の検査等） 

第３７条 管理者は，水道の管理上必要があると認めたときは，給水装置を随時検査

し，又は使用者等に対して必要な措置を指示することができる。 

（受水槽以下の検査） 

第３８条 管理者は，必要と認めるときは，受水槽以下の装置を随時検査し，又は改

善を命ずることができる。 

２ 前項の規定により検査する場合において特別の費用を要するときは，実費相当額

を徴収することができる。 

（給水装置の基準違反に対する措置） 

第３９条 管理者は，給水装置の構造及び材質が第５条に規定する基準に適合してい

ないと認めたときは，その者の給水契約の申込みを拒み，又はその者が給水装置を

その基準に適合させるまでの間，その者に対する給水を停止することができる。 

２ 管理者は，水の供給を受ける者の給水装置が，指定給水装置工事事業者の施行し

た給水装置工事に係るものでないときは，その者の給水契約の申込みを拒み，又は

その者に対する給水を停止することができる。ただし，法第１６条の２第３項の厚

生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき，又は当該給水装置の構造及び材

質がその基準に適合していることを確認したときはこの限りでない。 

（給水の停止） 

第４０条 管理者は，次の各号のいずれかに該当するときは，水道の使用者に対し，

その理由の継続する間，給水を停止することができる。 

(1) 水道の使用者が，第１０条の工事費，第２３条第４項の修繕費，第２７条の料

金，第３３条の分担金又は第３５条の手数料を指定期限内に納入しないとき。 

(2) 水道の使用者が，正当な理由がなくて，第２８条の使用水量の計量，第３７条

及び第３８条の検査を拒み，又は妨げたとき。 
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(3) 給水装置を汚染するおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合等に

おいて，警告を発しても，なお，これを改めないとき。 

（給水装置の切り離し） 

第４１条 管理者は，次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要がある

と認めたときは，給水装置を切り離すことができる。 

(1) 給水装置の所有者が６０日以上所在不明で，かつ，その使用者がないとき。 

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって，将来使用の見込みがないと認めたとき。 

（過料） 

第４２条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対し，５万円以下の過料を科

することができる。 

(1) 第６条の承認を受けないで給水装置の工事をした者 

(2) 正当な理由がなくて，第２０条第２項のメーターの設置，第２８条の使用水量

の計量，第３７条及び第３８条の検査又は第３９条及び第４０条の給水の停止を

拒み，若しくは妨げた者 

(3) 第２３条第１項の給水装置の管理義務を著しく怠った者 

(4) 第２７条の料金，第３３条の分担金又は第３５条の手数料の徴収を免れようと

して詐欺，その他不正の行為をした者 

（料金等を免れた者に対する過料） 

第４３条 市長は，詐欺，その他不正の行為によって第２７条の料金，第３３条の分

担金又は第３５条の手数料の徴収を免れた者に対し，徴収を免れた金額の５倍に相

当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは，５万円とする。）

以下の過料を科することができる。 

第６章 貯水槽水道 

（市の責務） 

第４４条 管理者は，貯水槽水道（法第１４条第２項第５号に定める貯水槽水道をい

う。以下同じ。）の管理に関し必要があると認めるときは，貯水槽水道の設置者に

対し，指導，助言及び勧告を行うことができるものとする。 

２ 管理者は，貯水槽水道の利用者に対し，貯水槽水道の管理等に関する情報提供を

行うものとする。 
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（設置者の責務） 

第４５条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第７項に定める簡易専用水道を

いう。次項において同じ。）の設置者は，法第３４条の２の定めるところにより，

その水道を管理し，及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。 

２ 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は，別に定めるところによ

り，当該貯水槽水道を管理し，及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めな

ければならない。 

第７章 補則 

（補則） 

第４６条 この条例の施行に関し必要な事項は，管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成９年４月１日から施行する。 


